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亀崎小学校 校舎建替え等に合わせた「児童の居場所づくり」についての説明会 
 

主な意見・質問に対する回答内容 

 

日 時：令和６年８月３１日（土）９時３０分～１０時５０分 

場 所：亀崎公民館 視聴覚室 

参加者：参加者２６名 

半田市職員７名 

 

回答内容について 

 以下の内容は、８月３１日（土）に開催いたしました「亀崎小学校 校舎建替え等に合わせ

た「児童の居場所づくり」についての説明会」において、ご参加いただきました皆様からの

主なご意見・ご質問に対して、会場でお答え申し上げた内容を掲載しております。 

 

№ ご質問・ご意見 お答え 

１ 説明では、亀崎小学校での児童の居場所を

利用できるのは、亀崎小学校の児童に限る

ということだが、これは決定事項か。 

本日、説明した内容で進めさせていただい

ていますが、未就学のお子さんについての

利用に関するご意見をいくつかいただい

ています。この点については、どのような

形で受け皿を確保していくか、現在検討中

です。 

→亀崎小学校区在住の未就学児の利用を

可能とします。 

⇒亀崎小学校区の幼稚園及び保育園に通

園する未就学児及び亀崎小学校区在住の

小学生の利用も可能とします。 

２ 放課後児童クラブについて、習い事等、今

と同等のサービスを受けることができる

か。 

委託業者と相談しながら、利用者にとって

より良い形になるよう努める考えです。 

３ 保育園が朝７時３０分に子どもを預ける

ことができるが、小学校は８時に開門であ

る。小学校における早朝の子どもの居場所

について検討しているか。 

現時点で、具体的な対策をお話しすること

はできませんが、本日ご意見をいただいた

ことを組織で共有させていただき、検討さ

せていただきたいと思います。 

 

これについては、全国的に問題になってい

ることだと認識しています。半田市におい

ても対応を考えていきたいと思っていま
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す。解決方法として、地域の方々に協力を

お願いして実施するのか、業者等へ委託す

るのか等、教育委員会と協議を進めている

ところです。 

４ これまで、子どもたちは一度帰宅しておや

つを食べて、宿題を終えてから児童センタ

ーに行くという流れでしたが、授業が終わ

ってからそのまま遊びに行けることにな

るとそのような流れが変わってしまう。学

童保育の利用者と同じような形で放課後

ひろばの利用者もスタッフに見てもらえ

るのか。 

放課後ひろばでの飲食のルールについて

は、現在の児童センターのルールと同様

に、飲み物に限り、持ち込みできるという

形で考えております。学童保育の利用者と

ルールに違いができますが、その点は部屋

が分かれているため、配慮した運用を考え

ていきたいと思います。 

また、宿題についても、現在の児童センタ

ーの運用と同様、そうした時間を設定する

ようことは考えていませんが、運営するス

タッフやご協力いただく地域ボランティ

アの方々に可能な範囲で柔軟に対応して

いただけるよう考えていきたいと思いま

す。 

５ 長期休暇に、児童センターは１２～１３時

は入館できないので、お昼をセンター内で

食べることはできなかったが、そこのルー

ルはどうなるか。 

現時点では、長期休暇の放課後ひろばの利

用は、９時～１２時、１３時～１７時とさ

せていただきたいと考えています。 

食べ物を持ち込んだ際に、とくに夏場は管

理の方法が難しい面があります。 

また、昼に１時間休憩を入れることで、入

替の機会となり、多くの子どもさんに利用

していただけると考えております。 

６ 利用要件等の説明で、放課後児童クラブに

ついては、通年利用の場合は長期休暇も８

時～１９時まで利用できるが、長期休暇の

みの場合、８時～１６時としているがなぜ

か。 

現在、長期休暇期間中だけの利用について

は、５か所で実施をしています。パート等

でお勤めの方で、長期休暇期間中だけ、子

どもを預けたいといった利用者を想定し

ているため、８時から１６時までとしてい

ます。 

７ 現在、児童センターでは広い遊戯室で遊べ

るスペースがあるが、説明資料の平面図を

見ると学童保育利用者も含めて子どもと

たちが遊べるスペースが確保できるのか

専用のスペースでは、運動ができるほどの

広さはありませんが、小学校内の施設で共

用可能な場所は利用できるよう調整して

おります。 
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心配である。また、児童センターには跳び

箱やマットなどを自由に出して遊べます

が、そのような場所や道具はあるか。 

また、体育館や校庭についても、学校やス

ポーツクラブと調整が必要ですが、利用で

きる時間を活用していきたいと考えてお

ります。 

⇒体育館の利用については、スポーツクラ

ブと調整をし、平日の放課後、長期休暇の

平日の日中は利用できます。 

８ 放課後児童クラブで、長期休暇だけの利用

について、利用定員によって入れない場合

があるが、その点については、どうなるの

か。 

定員を超える応募があり利用できないと

いう声を聞いています。小学校の中に放課

後ひろばを併設することで、学童保育以外

の子どもの居場所ができるため、活用して

いただけたらと思います。 

また、長期休暇のみの利用が多い場合は、

運営事業者等と協議をして対応を考えて

いきます。 

９ 通常は放課後ひろばを利用して、長期休暇

は放課後児童クラブを利用するというこ

とはできるか。 

利用者の使いやすい形で活用していただ

きたいと思います。 

現時点では、どのような場合に利用が集中

するか想定が難しいため、利用者の利用方

法を確認しながら、運営事業者等と対応し

ていきたいと考えております。 

10 児童センターでは、子どもの年齢が違って

いても行事に参加することができますが、

地域子育て支援拠点や子育て支援室では

そのような利用は可能か。 

年齢制限のない利用についてですが、各事

業の事業者にこのようなご意見があった

ということをお伝えさせていただくなか

で、可能かどうか確認をさせていただきた

いと思います。 

 

11 現在は、児童センターでは館長、資格をも

った児童厚生員２人、計３人体制で運営し

ているが、今後はどうなるか。 

放課後ひろばの運営体制についてですが、

現時点では、地元の学童保育を運営してい

る事業者に放課後児童クラブと併せて運

営をお願いしよう考えています。有資格者

を置くことは予定していませんが、子ども

に対する必要な知識や技術といった点で

は、同等の対応が期待できると考えていま

す。 

→２名のスタッフで見守り巡回を行いま
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す。 

12 朝から夕方まで今までどおり児童センタ

ーと同じように利用できるのか。 

 

学校の中にできる施設で小学生中心に何

ができるかということを考えると同時に、

未就学の子どもさんについての受け皿を、

今回説明させていただいた以外のことで

何かできることがないか引き続き考えて

まいります。 

→土曜日や長期休暇は朝から夕方まで利

用できますが、平日は授業後から最終下校

時刻まで利用できます。 

⇒４月から９月までは、１７時までの利用

とし、１０月から３月までは、１６時３０

分までの利用できることとします。 

13 駐車場は、確保できるのか。 駐車場につきましては、小学校の敷地内と

いう制限があるため、全ての利用者が使用

できるスペースを確保することは難しい

ですが、可能な限り確保していきたいと考

えております。 

⇒亀崎小学校の工事の状況に合わせて、可

能な限り確保していきたいと考えており

ます。 

14 玄関のスペースは、十分な広さをとれてい

るのか。 

必要最低限の広さを確保していると考え

ております。 

15 トイレはどこを使ったらいいか。 トイレについては、専用スペースの近くに

設置することになっています。 

16 中庭は、遊具がありますか。 中庭に遊具の設置は予定していません。 

17 子どもに対して、行き過ぎた管理は問題だ

と考える。 

 

子どもたちが安心・安全に過ごせるよう、

最低限の見守りは必要だと考えておりま

すので、そのような体制で運営していきた

いと思います。 

18 放課後児童クラブは１７時過ぎても利用

ができますが、放課後ひろばは１７時まで

しか使えないのか。 

放課後ひろばの利用時間についてですが、

１７時が小学生の帰宅する時間の目安か

と思っています。子どもさんが安全に帰宅

できる時間を設定しています。１７時以降

も保育を行っている放課後児童クラブも

併設していますので、利用については、各
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ご家庭で選択いただけたらと思います。 

→最終下校時刻まで利用できます。 

⇒４月から９月までは、１７時までの利用

とし、１０月から３月までは、１６時３０

分までの利用できることとします。 

19 放課後児童クラブと放課後ひろばの広さ

を具体的に教えてほしい。 

正確な面積は今お伝えできず申し訳あり

ませんが、放課後児童クラブ、放課後ひろ

ば、それぞれ概ね普通教室２つ分の広さと

なります。 

補足ですが、利用できる時間帯は、体育館

や中庭も使えますので、子どもたちが遊べ

るスペースは確保できていると考えてい

ます。 

20 放課後ひろばに導入する入退室管理シス

テムについて、子どもが来たときにカード

をかざすことで、保護者に連絡がくるとい

うものか。 

家の事情で、帰ってきてほしい場合は、学

校に連絡することになるのか。連絡をした

場合は、帰宅を促してもらえるのか。 

入退室管理システムについてはそのよう

な仕組みになります。 

連絡については、学校ではなく、放課後ひ

ろばの委託事業者のスタッフが対応する

ことになります。対応方法については、今

後、委託事業者と決めていくことになりま

す。 

→誤った操作や利用により利用者やその

保護者に混乱を招く状況が想定されるた

め、入退室管理システムの導入はしませ

ん。 

⇒保護者への入退室時間の履歴の確認が

できることが保護者の安心につながるた

め、誤った操作がないよう注意を払い、入

退室管理システムの導入をすることとし

ます。 

21 利用については、亀崎小学校の児童に限る

ということですが、今、児童センターでは、

未就学児の保護者が一緒に来ており、小学

生の利用者でも保護者がついてきている

こともある。これまで保護者の目があった

ことで、生じなかったトラブルが、今後起

きるように思うが、その点についてはどう

ご指摘のようなことはあるかもしれませ

んが、子どもたちが安全に過ごせるような

体制を整備していきますのでご理解くだ

さい。 

→亀崎小学校区在住の未就学児の利用を

可能とします。 

⇒亀崎小学校区の幼稚園及び保育園に通
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考えているか。 園する未就学児及び亀崎小学校区在住の

小学生の利用も可能とします。 

22 放課後児童クラブについて、現在検討中の

ことが多くあると思いますが、今後、説明

会や利用者の要望を聞いていただく機会

を設けてもらえるのか。 

本日の議事録等については、近日中にホー

ムページ等で公表していきます。検討中と

お答えしたことについては、関係機関と協

議し、できる限り早くお示しいたします。 

また、今年度中に、このような場を設定さ

せていただきます。 

23 このような場に参加できない方や、意見、

質問をできない方もいると思いますので、

アンケートのような方法で意見等を募る

ことがしていただけないか。 

ご意見・ご質問の集め方については、今後

も引き続き考えていきたいと思います。 

24 亀崎小学校の駐車場ですが、駐車場の拡張

について課題だと聞いたが、現時点ではど

のようになっているか。 

外構工事は校舎ができた後に詳細を詰め

ていくことになりますが、必要台数分を確

保できるよう努めてまいります。 

 


